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一
、
は
じ
め
に

『
栄
花
物
語
』の
巻
十「
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
」は
、寛
弘
八
年（
一
〇
一
一
）

六
月
の
三
条
天
皇
の
即
位
式
か
ら
書
き
始
め
て
い
る
。
そ
の
即
位
式
で
三

条
天
皇
の
叔
父
か
つ
東
宮
敦
成
親
王
の
外
祖
父
で
あ
る
左
大
臣
藤
原
道
長

が
天
皇
の
御
輿
の
後
ろ
に
徒
歩
で
供
奉
し
た
く
だ
り
に
、「
あ
ぢ
き
な
き

こ
と
な
り
け
れ
。
さ
る
は
、（
道
長
の
）
御
有
様
な
ど
は
、な
ぞ
の
帝
に
か
、

か
ば
か
り
め
で
た
き
御
有
様
に
こ
そ
と
見
た
て
ま
つ
り
思
ふ
に
、
口
惜
し

う
こ
そ
」（
①
四
九
五
）
と
い
う
描
写
が
あ
り
、道
長
に
あ
る
臣
下
と
い
う

身
分
の
制
限
を
残
念
が
る
気
持
ち
と
ど
の
天
皇
に
も
劣
ら
な
い
道
長
の
立

派
な
姿
を
賞
賛
す
る
気
持
ち
と
が
と
も
に
表
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
と
東
宮

の
両
方
の
後
見
で
あ
る
道
長
の
権
威
が
十
分
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
道
長
で
あ
る
が
、
翌
年
に
な
っ
て
、
早
く
立
后
の
問
題
に
直

面
す
る
。
三
条
天
皇
の
後
宮
に
は
、
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
に
入
内
し

た
（
①
四
四
二
）
道
長
次
女
妍
子
と
、
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
に
入
内
し

た
藤
原
済
時
長
女
娍
子
が
お
り
、
前
者
は
執
政
者
の
娘
で
あ
り
、
後
者
は

父
済
時
に
先
立
た
れ
た
が
第
一
皇
子
敦
明
親
王
を
は
じ
め
多
く
の
皇
子
女

（
1
）

（
2
）

（
3
）

を
儲
け
て
お
り
、
い
ず
れ
も
有
力
な
后
候
補
で
あ
る
。
世
間
に
も
「
督
の

殿
（
妍
子
）
に
や
、
ま
た
宣
耀
殿
（
娍
子
）
に
や
」（
①
五
〇
〇
）
と
い

う
二
種
の
推
測
が
広
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
三
条
天
皇
は
、
妍
子
の
立

后
を
道
長
に
数
度
提
案
し
、
妍
子
の
立
后
後
、
ま
た
道
長
か
ら
娍
子
の
立

后
を
三
条
天
皇
に
奏
請
し
、
こ
う
し
て
一
条
朝
に
生
じ
た
二
后
並
立
が
三

条
朝
に
お
い
て
再
び
出
来
し
た
。

二
后
並
立
の
現
象
は
さ
て
お
き
、『
栄
花
物
語
』
に
見
え
る
、
立
后
の

件
に
お
け
る
道
長
の
対
処
が
興
味
深
い
。
三
条
天
皇
の
妍
子
立
后
の
提
案

に
対
し
、
道
長
は
、
皇
子
女
が
た
く
さ
ん
居
る
娍
子
を
先
ず
后
に
立
て
る

べ
き
で
あ
る
と
言
い
（
①
五
〇
三
）、
ま
た
、
娍
子
の
立
后
に
関
し
て
、

自
ら
そ
の
立
后
を
天
皇
に
度
々
提
言
し
た
上
に
、
近
頃
納
言
の
娘
（
娍
子

父
済
時
は
大
納
言
で
死
去
）
が
后
に
な
っ
た
例
は
な
い
と
い
う
天
皇
の
懸

念
を
知
っ
て
、済
時
に
贈
大
臣
の
宣
旨
を
下
す
よ
う
な
献
策
ま
で
し
た（
①

五
〇
七
）。『
栄
花
物
語
』
に
見
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
道
長
の
姿
勢
に
つ
い

て
、
松
村
博
司
氏
は
、『
御
堂
関
白
記
』
と
『
小
右
記
』
の
記
載
を
踏
ま

え
つ
つ
、「
道
長
は
、
二
女
妍
子
が
長
和
元
年
二
月
十
四
日
立
后
し
て
中

宮
と
な
っ
た
後
、
宣
耀
殿
女
御
娍
子
の
こ
と
を
天
皇
が
言
い
出
し
か
ね
て

（
4
）

『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
娍
子
立
后

―
済
時
へ
の
太
政
大
臣
追
贈
を
手
が
か
り
に
―
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い
る
の
を
察
し
て
、
女
御
立
后
の
こ
と
を
仰
せ
出
さ
れ
る
よ
う
に
奏
上
も

し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
女
御
の
父
が
大
納
言
で
死
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
納
言
の
女
が
后
に
な
っ
た
例
も
な
い
の
で
、
故
大
納
言
済
時
の
た
め

に
贈
太
政
大
臣
（
実
は
右
大
臣
）
の
取
計
ら
い
を
し
た
の
も
道
長
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
が
道
長
が
心
の
底
か
ら
し
た
こ
と

で
な
い
こ
と
」
は
明
白
で
あ
り
、『
栄
花
物
語
』
の
娍
子
立
后
記
事
に
「
描

か
れ
て
い
る
道
長
の
心
情
・
行
為
は
、
作
者
の
立
場
か
ら
見
た
道
長
賛
美

で
あ
り
、
実
相
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
が
あ
る
」
と
提
示
し
た
。
尤
も
な
指

摘
で
あ
る
が
、
実
相
と
ほ
ど
遠
い
点
に
お
い
て
は
、
済
時
に
太
政
大
臣
を

追
贈
し
た
と
こ
ろ
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
、
太
政
大
臣

で
は
な
く
右
大
臣
が
追
贈
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
松
村
氏
の
指
摘
や
新
全
集

の
頭
注
（
①
五
〇
八
）
に
示
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
は

何
故
そ
の
ま
ま
右
大
臣
と
せ
ず
に
太
政
大
臣
と
改
変
し
た
の
か
が
問
題
で

あ
る
。
太
政
大
臣
は
、
太
政
官
に
お
け
る
最
高
の
官
職
で
あ
り
、
摂
関
と

の
関
係
も
緊
密
で
あ
っ
た
。
納
言
の
娘
が
后
に
相
応
し
く
な
い
の
な
ら
、

史
実
ど
お
り
に
済
時
を
贈
右
大
臣
に
す
れ
ば
良
い
が
、
太
政
大
臣
に
ま
で

格
上
げ
し
た
の
は
、『
栄
花
物
語
』
独
自
の
立
后
論
理
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
特
に
そ
の
贈
大
臣
の
建
議
を
し
た
の
が
、
ほ
か
で
も

な
く
娍
子
の
対
立
側
に
位
置
す
る
道
長
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
贈
太

政
大
臣
に
し
た
『
栄
花
物
語
』
の
改
変
は
、
な
お
さ
ら
注
目
に
値
す
る
。

本
稿
は
、
こ
の
済
時
へ
の
贈
太
政
大
臣
の
こ
と
を
手
が
か
り
に
、『
栄

花
物
語
』
に
お
け
る
娍
子
の
立
后
を
検
討
し
、
娍
子
立
后
か
ら
見
出
さ
れ

る
『
栄
花
物
語
』
の
歴
史
叙
述
の
論
理
を
探
究
す
る
。

（
5
）

（
6
）

（
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二
、
太
政
大
臣
追
贈
の
意
味
合
い

先
ず
、
太
政
大
臣
と
い
う
官
職
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
太
政
大
臣
は
、

元
々
皇
太
子
ま
た
は
皇
太
子
に
準
じ
る
者
が
任
じ
た
職
で
、
天
智
天
皇
十

年
（
六
七
一
）
に
任
命
さ
れ
た
大
友
皇
子
と
持
統
天
皇
四
年
（
六
九
〇
）

に
任
じ
ら
れ
た
高
市
皇
子
が
最
初
期
の
例
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
時

の
太
政
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
不
詳
で
あ
る
。
大
宝
令
制
定
以
降
、
太
政

大
臣
に
つ
い
て
、
職
員
令
に
は
「
師
範
一
人
、
儀
形
四
海
、
経
邦
論
道
、

燮
理
陰
陽
、
無
其
人
則
闕
」（
一
人
に
師
範
と
し
て
、
四
海
に
儀
形
た
り
。

邦
を
経
め
道
を
論
し
、陰
陽
を
燮
ら
げ
理
め
む
。其
の
人
無
く
は
闕
け
よ
。）

と
あ
る
。
天
皇
の
師
、
一
国
の
規
範
、
国
家
を
治
め
道
理
を
論
じ
、
天
地

自
然
の
運
行
を
穏
や
か
に
し
、
そ
の
人
な
け
れ
ば
即
ち
闕
員
と
す
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
師
範
一
人
、
儀
形
四
海
」
が
、
唐
令
の

三
師
（
太
師
・
太
傅
・
太
保
）
の
規
定
に
、「
経
邦
論
道
、
燮
理
陰
陽
」
が
、

三
公
（
太
尉
・
司
徒
・
司
空
）
の
規
定
に
一
致
し
た
こ
と
か
ら
、
太
政
大

臣
は
、
唐
の
三
師
・
三
公
を
一
身
に
兼
ね
た
も
の
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、

具
体
的
な
職
権
が
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、「
地
位
の
み
の
官
」
と

解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
橋
本
義
彦
氏
は
、『
続
日
本
紀
』

の
記
事
、『
令
義
解
』
の
釈
義
を
は
じ
め
と
す
る
明
法
家
の
解
釈
、
文
章

博
士
菅
原
道
真
ら
の
勘
奏
と
こ
れ
に
基
づ
く
光
孝
天
皇
の
詔
を
主
要
な
材

料
と
し
、
令
制
の
太
政
大
臣
は
、
単
な
る
職
掌
の
な
い
名
誉
職
で
な
く
、

師
範
訓
道
と
万
機
総
摂
の
両
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

両
者
の
う
ち
、
後
者
が
、
万
機
の
政
を
統
べ
掌
る
摂
政
・
関
白
の
機
能
と

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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通
じ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
人
臣
最
初
の
摂
政
藤
原
良
房
は
、
最
初
は
文
徳
天
皇
崩
御

の
前
年
（
八
五
七
）
に
右
大
臣
か
ら
太
政
大
臣
に
抜
擢
さ
れ
、
当
時
僅
か

八
歳
の
皇
太
子
惟
仁
親
王
（
清
和
天
皇
。
良
房
女
明
子
所
生
）
の
補
導
後

見
を
任
さ
れ
、
惟
仁
親
王
の
即
位
（
八
五
八
）
後
も
引
き
続
き
太
政
大
臣

と
し
て
幼
帝
を
補
佐
し
た
。
摂
政
の
詔
を
受
け
た
の
が
貞
観
八
年

（
八
六
六
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
政
治
史
的
に
は
良
房
の
太
政
大
臣
任
命

に
こ
そ
人
臣
摂
政
制
の
出
発
点
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」。
良

房
の
後
、
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
に
九
歳
で
あ
っ
た
陽
成
天
皇
の
即
位

に
伴
っ
て
摂
政
と
な
っ
た
右
大
臣
藤
原
基
経
も
、
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）

十
二
月
四
日
に
太
政
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た
。
そ
の
任
命
の
詔
に
は
、

　

�

右
大
臣
正
二
位
藤
原
基
経
朝
臣
は
、
朕
が
親
舅
な
り
。
忠
貞
心
を
持

て
、
御
世
御
世
よ
り
天
の
下
の
政
を
相
あ
な
な
ひ
助
け
奉
る
事
も
久

し
く
な
り
ぬ
。
又
朕
が
初
載
に
及
ば
ざ
り
し
時
よ
り
、
輔
け
導
き
崇

め
護
り
供
へ
奉
れ
る
所
も
あ
り
。
茲
に
因
り
て
掛
け
ま
く
も
畏
き
太

上
天
皇
の
詔
命
を
持
て
、
摂
政
の
職
に
事
よ
さ
し
治
め
賜
へ
り
。
朕

が
食
国
を
平
く
安
く
、
天
照
し
治
め
聞
し
食
す
故
は
、
此
の
大
臣
の

力
な
り
。
而
る
に
所
帯
官
は
摂
政
の
職
に
は
相
当
ら
ず
と
、
頃
年
忝

が
り
大
坐
し
つ
。
今
掛
け
ま
く
も
畏
き
太
上
天
皇
の
詔
旨
に
も
、
職

は
貴
く
て
官
は
賎
く
て
や
は
、
久
し
く
年
を
歴
べ
き
、
太
政
官
の
其

の
人
と
は
最
も
此
の
卿
を
謂
ふ
べ
し
と
勅
る
御
命
も
あ
り
き
。
掛
け

ま
く
も
畏
き
御
命
の
任
に
、
上
げ
給
ひ
治
め
給
は
む
と
、
去
の
春
夏

（
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）

の
間
よ
り
仰
せ
給
ひ
大
坐
す
。
而
る
に
、
大
臣
の
懇
に
畏
ま
り
辞
譲

び
申
す
に
依
り
て
、
今
ま
で
に
延
し
来
た
れ
り
。
今
畏
き
本
の
御
意

を
早
く
果
し
行
ふ
べ
き
物
な
り
と
、
仰
せ
給
ふ
御
命
も
あ
り
。
故
是

を
以
て
太
政
大
臣
の
官
に
上
げ
給
ひ
治
め
給
は
く
と
勅
り
給
ふ
。
但

し
摂
政
の
職
は
、
今
も
弥
益
々
に
勤
め
仕
へ
奉
れ
と
勅
る
御
命
を
、

衆
聞
し
食
せ
と
宣
る
。

と
あ
る
。
要
す
る
に
、
基
経
の
現
在
の
右
大
臣
と
い
う
官
は
、
摂
政
の
職

に
相
当
せ
ず
、
清
和
上
皇
の
詔
に
も
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
が
あ
る
か
ら
、

基
経
を
太
政
大
臣
に
引
き
上
げ
、
但
し
摂
政
の
勤
め
は
、
益
々
に
奉
仕
せ

よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
太
政
大
臣
は
、
摂
政
に
相
応
し

い
官
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
、「
但
し
摂
政
の
職
は
、
今
も

弥
益
々
に
勤
め
仕
へ
奉
れ
」
と
い
う
付
言
は
、
太
政
大
臣
の
任
と
摂
政
の

職
の
並
立
な
い
し
分
離
の
徴
候
を
表
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
基

経
以
降
、
歴
代
の
摂
関
は
、
円
融
朝
の
藤
原
頼
忠
ま
で
、
全
て
太
政
大
臣

を
兼
ね
る
こ
と
に
な
り
、
摂
関
以
外
の
人
が
太
政
大
臣
に
任
じ
ら
れ
る
こ

と
も
な
か
っ
た
。
一
条
朝
に
入
っ
て
、一
条
天
皇
の
外
祖
父
藤
原
兼
家
は
、

前
代
の
関
白
太
政
大
臣
頼
忠
に
代
わ
っ
て
、
摂
政
と
な
っ
た
が
、
太
政
大

臣
を
訳
も
な
く
頼
忠
か
ら
奪
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
結
局
摂
政
と
太
政
大

臣
が
分
離
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
機
に
、
太
政
大
臣
は
名
誉
職
化

し
て
し
ま
い
、
藤
原
為
光
・
公
季
・
信
長
の
よ
う
な
摂
関
で
な
い
藤
原
氏

の
長
老
も
任
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
橋
本
氏
の
指
摘
し

た
と
お
り
、
師
範
訓
道
と
万
機
総
摂
を
兼
ね
た
太
政
大
臣
は
、
後
者
の
機

（
12
）

（
13
）
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能
を
失
っ
て
も
、
前
者
の
機
能
が
完
全
に
定
着
し
、
天
皇
元
服
の
時
に
は
、

加
冠
奉
仕
の
た
め
に
、
摂
政
が
太
政
大
臣
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
次
第
で
、
太
政
大
臣
と
摂
政
の
関
係
は
断
ち
切
れ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。

摂
関
政
治
時
代
ま
で
の
太
政
大
臣
の
基
本
的
様
相
を
確
認
し
た
が
、
続

い
て
、
贈
太
政
大
臣
と
い
う
こ
と
の
意
味
合
い
を
考
え
た
い
。
寛
治
六
年

（
一
〇
九
二
。『
栄
花
物
語
』
の
内
容
は
こ
の
年
ま
で
で
あ
る
）
ま
で
の
贈

太
政
大
臣
の
事
例
を
『
公
卿
補
任
』
と
『
続
日
本
紀
』『
日
本
後
紀
』『
続

日
本
後
紀
』『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』『
日
本
三
代
実
録
』『
日
本
紀
略
』『
扶

桑
略
記
』
に
拠
っ
て
本
稿
最
後
の
付
表
の
如
く
纏
め
て
み
た
。
合
わ
せ
て

二
十
二
例
あ
る
が
、
藤
原
鎌
足
に
関
す
る
贈
太
政
大
臣
の
記
述
は
、『
日

本
三
代
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
十
二
月
九
日
条
「
贈
太
政
大
臣
正

一
位
藤
原
朝
臣
鎌
足
多
武
峯
墓
在
大
和
国
十
市
郡
」
と
い
う
一
箇
所
の
み

で
、
そ
の
内
容
も
太
政
大
臣
の
追
贈
で
は
な
く
鎌
足
の
墓
の
所
在
地
に
つ

い
て
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
追
贈
さ
れ
た
の
か
が
不

明
で
あ
る
。
た
だ
、『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
九
月

十
八
日
条
に
は
未
だ
「
近
江
朝
内
大
臣
藤
原
朝
臣
鎌
足
」
と
あ
る
か
ら
、

淳
仁
朝
か
ら
清
和
朝
の
間
に
鎌
足
に
対
す
る
追
贈
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、藤
原
真
楯
の
例
は
、『
公
卿
補
任
』
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）

条
に
「
大
納
言
、
正
三
位
、
藤
原
朝
臣
真
楯
、
五
十
二
、
正
月
八
日
任
、

式
部
卿
如
元
、
元
名
八
束
、
三
月
十
六
日
薨
、
贈
太
政
大
臣
」
と
見
え
る

が
、『
日
本
後
紀
』『
続
日
本
後
紀
』『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
に
お
け
る

真
楯
没
後
の
記
事
に
は
「
大
納
言
正
二
位
眞
楯
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら

（
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）

れ
て
い
る
か
ら
、
実
際
太
政
大
臣
を
追
贈
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
不
審
で
あ

る
。以

上
の
二
例
を
除
外
し
て
残
り
の
二
十
例
を
見
る
と
、
薨
去
の
同
年
に

太
政
大
臣
を
贈
ら
れ
た
人
は
、
藤
原
不
比
等
、
舎
人
親
王
、
藤
原
永
手
、

藤
原
高
藤
、
藤
原
時
平
、
藤
原
道
兼
、
僅
か
六
名
で
あ
り
、
ほ
か
の
大
半

は
、
相
当
の
年
数
（
最
短
は
藤
原
能
信
の
例
で
八
年
、
最
長
は
橘
奈
良
麻

呂
と
菅
原
道
真
の
例
で
九
十
年
）
を
経
て
の
追
贈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

気
付
く
。
前
者
の
場
合
、
追
贈
の
理
由
に
お
い
て
、
不
比
等
は
功
臣
か
つ

皇
家
の
外
戚
、
舎
人
親
王
は
不
詳
で
あ
る
が
恐
ら
く
聖
武
天
皇
を
補
佐
し

た
功
臣
か
つ
皇
室
の
長
老
、
永
手
も
功
臣
、
高
藤
と
時
平
は
不
詳
で
あ
る

が
い
ず
れ
も
恐
ら
く
皇
家
の
外
戚
で
あ
る
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
ろ
う
。

残
り
の
道
兼
も
不
詳
で
あ
る
が
、
一
条
天
皇
の
伯
父
で
、
し
か
も
関
白
に

な
っ
た
数
日
後
に
儚
く
薨
去
し
た（
い
わ
ゆ
る「
七
日
関
白
」）こ
と
か
ら
、

追
贈
を
得
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
後
者
の
場
合
、
太
師
藤
原
仲
麻
呂

の
請
に
よ
る
藤
原
武
智
麻
呂
と
藤
原
房
前
の
追
贈
、
理
由
が
不
詳
の
藤
原

種
継
と
託
宣
と
い
う
特
殊
な
原
因
に
よ
る
菅
原
道
真
の
追
贈
を
除
け
ば
、

全
て
が
天
皇
と
の
外
戚
関
係
に
よ
る
追
贈
で
あ
る
。
除
外
し
た
四
例
の
中

で
も
、
種
継
は
恐
ら
く
平
城
天
皇
の
寵
愛
を
得
た
娘
薬
子
が
追
贈
を
実
現

さ
せ
た
の
で
あ
り
、
武
智
麻
呂
（
仲
麻
呂
父
）
と
房
前
（
仲
麻
呂
叔
父
）

は
追
贈
の
提
案
者
、
淳
和
天
皇
の
腹
心
の
臣
下
仲
麻
呂
と
の
身
内
関
係
に

よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
総
じ
て
み
れ
ば
、
功
臣
や
託
宣
と
い
っ
た
特
殊
な

理
由
以
外
に
、
皇
家
と
の
外
戚
関
係
、
時
に
は
天
皇
の
寵
を
得
た
者
と
の

身
内
関
係
が
太
政
大
臣
を
追
贈
さ
れ
る
主
要
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
中
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で
も
、
天
皇
の
外
祖
父
・
外
曽
祖
父
で
あ
る
と
い
う
理
由
が
最
も
多
く
確

認
さ
れ
る
。

託
宣
に
よ
る
道
真
へ
の
追
贈
の
背
景
に
は
、
道
真
の
祟
り
と
道
真
の
政

敵
時
平
早
世
後
の
忠
平
一
族
の
繁
栄
が
あ
り
、
そ
の
追
贈
の
意
図
に
慰
霊

と
忠
平
一
族
に
よ
る
道
真
の
名
誉
回
復
と
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
、

功
臣
に
対
す
る
追
贈
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
功
績
へ
の
称
揚
と
そ

れ
を
後
世
の
模
範
に
す
る
こ
と
が
主
な
目
的
で
あ
る
。
で
は
、
外
戚
に
対

す
る
追
贈
は
、
何
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
北
村
有
貴
江

氏
の
提
示
し
た
、「
桓
武
は
諸
人
へ
の
太
政
大
臣
追
贈
の
詔
の
中
で
同
時

に
、
曽
祖
妣
道
公
真
妹
の
改
氏
姓
、
先
帝
光
仁
と
自
身
の
諱
を
避
け
る
こ

と
を
宣
し
て
い
る
。
こ
の
詔
や
桓
武
朝
に
お
け
る
追
贈
の
背
景
に
は
、
自

ら
の
皇
位
の
正
当
性
の
強
調
が
う
か
が
え
る
」
と
い
う
こ
と
が
示
唆
的
で

あ
る
。
氏
は
、ま
た
、桓
武
天
皇
の
下
し
た
追
贈
の
詔
の
冒
頭
に
あ
る
「
春

秋
之
義
、
祖
以
子
貴
」
と
い
う
文
を
踏
ま
え
て
、
桓
武
天
皇
に
よ
る
外
戚

へ
の
追
贈
の
思
想
的
淵
源
は
、「
子
以
母
貴
、
母
以
子
貴
」
を
書
い
た
『
春

秋
公
羊
伝
』
に
求
め
ら
れ
る
と
提
示
し
た
。「
子
以
母
貴
、母
以
子
貴
」
は
、

母
と
子
の
地
位
の
相
互
作
用
を
よ
く
表
し
て
お
り
、
外
戚
に
対
す
る
追
贈

行
為
は
即
ち
そ
の
よ
う
な
原
理
を
利
用
し
て
い
る
。
外
戚
に
太
政
大
臣
を

追
贈
す
る
こ
と
で
、
天
皇
の
母
系
が
格
上
げ
さ
れ
る
と
同
時
に
、
天
皇
自

身
の
皇
位
の
正
当
性
も
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
追
贈
の
官
職
に
何
故
太
政
大
臣
が
選
ば
れ
た
の
か
。

次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
先
ず
、
太
政
大
臣
は
太
政
官
に
お
け
る
最
高

の
官
職
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
記
の
如
く
、
太
政
大
臣
は
、
師
範

（
15
）

訓
道
と
万
機
総
摂
の
両
面
を
兼
ね
た
重
職
で
あ
り
、
兼
家
以
降
、
万
機
総

摂
の
機
能
を
喪
失
し
た
と
し
て
も
、
天
皇
の
師
・
一
国
の
規
範
と
い
う
師

範
訓
道
の
機
能
が
常
に
生
き
て
お
り
、
天
皇
元
服
時
に
も
加
冠
役
の
摂
政

は
太
政
大
臣
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
。
次
に
、
太
政
大
臣
の
地
位
は
元
々

外
戚
の
地
位
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
摂
関
政
治
初
期

の
藤
原
良
房
か
ら
末
期
の
藤
原
師
実
ま
で
の
歴
代
の
太
政
大
臣
（
追
贈
で

は
な
く
生
前
任
官
さ
れ
た
者
。
合
わ
せ
て
十
五
名
で
あ
る
）
は
、
藤
原
頼

忠
・
公
季
・
教
通
・
信
長
の
四
名
を
除
く
と
、
全
て
天
皇
の
外
戚
で
あ
っ

た
。
前
掲
し
た
基
経
の
任
太
政
大
臣
の
詔
の
冒
頭
に
は
、「
右
大
臣
正
二

位
藤
原
基
経
朝
臣
は
、朕
が
親
舅
な
り
」
と
い
う
文
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

良
房
や
兼
家
、
師
実
の
場
合
に
も
、
似
た
文
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
し
、

橋
本
氏
は
、「
太
政
大
臣
の
『
師
範
訓
道
』
の
任
が
、
外
戚
の
保
輔
後
見

の
立
場
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
天
皇
の
外
戚
の
地
位
が
任
太
政
大

臣
の
理
由
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
た
。

外
戚
が
よ
く
任
じ
ら
れ
る
重
職
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
外
戚
に
対
す
る
追
贈

を
行
う
時
、
太
政
大
臣
と
い
う
官
職
が
皇
位
の
正
当
性
を
求
め
る
天
皇
に

と
っ
て
、
最
も
好
都
合
か
つ
効
果
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
三
、
娍
子
立
后
の
論
理

太
政
大
臣
の
追
贈
は
、
確
認
し
た
と
お
り
、
功
績
や
託
宣
な
ど
に
よ
る

特
殊
な
追
贈
例
の
ほ
か
に
、
被
追
贈
者
が
ほ
と
ん
ど
天
皇
の
外
戚
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
彼
ら
に
対
す
る
追
贈
の
背
景
に
は
、
皇
位
の
正
当
性
、
換
言

（
16
）
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す
れ
ば
、
皇
権
の
安
定
性
を
求
め
る
天
皇
の
意
志
が
大
き
な
要
素
と
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、『
栄
花
物
語
』
に
描
か
れ
て

い
る
娍
子
父
済
時
に
対
す
る
太
政
大
臣
の
追
贈
を
見
る
と
、
史
上
の
例
と

異
な
る
論
理
で
行
わ
れ
た
追
贈
か
の
よ
う
に
見
え
る
。『
栄
花
物
語
』
に

お
い
て
、
済
時
に
対
す
る
追
贈
は
、
納
言
の
娘
が
近
頃
后
に
な
っ
た
例
は

な
い
か
ら
、
納
言
の
父
を
持
っ
た
娍
子
の
立
后
は
反
対
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
心
配
し
た
三
条
天
皇
に
対
し
、
道
長
が
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
追
贈
は
娍
子
立
后
の
た
め
に
行
わ
れ
た
臨
機
応
変
な
対
策

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
天
皇
が
寵
愛
し
た
女
性
の
た
め
に
太
政
大
臣
を

追
贈
す
る
例
は
そ
れ
以
前
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
平
城
天
皇
に
よ
る
薬

子
父
藤
原
種
継
へ
の
太
政
大
臣
追
贈
が
恐
ら
く
数
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
追

贈
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
平
城
天
皇
譲
位
前
日
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
、少
な
く
と
も
娍
子
の
よ
う
に
立
后
の
た
め
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
立
后
に
際
し
て
の
后
一
族
に
対
す
る
追
贈
に
関
し
て
、
弘
仁
六
年

（
八
一
五
）
嵯
峨
天
皇
の
夫
人
橘
嘉
智
子
が
立
后
す
る
際
に
父
正
五
位
下

橘
清
友
が
従
三
位
を
追
贈
さ
れ
た
例
は
存
在
す
る
が
（『
日
本
後
紀
』
弘

仁
六
年
七
月
十
三
日
条
）、
太
政
大
臣
の
追
贈
例
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、『
栄
花
物
語
』
の
描
い
た
立
后
の
た
め
の
太
政
大

臣
追
贈
は
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
際
、
本

稿
の
は
じ
め
で
断
っ
た
よ
う
に
、
済
時
へ
の
贈
官
は
右
大
臣
で
あ
っ
た
。

で
は
、
贈
右
大
臣
か
ら
贈
太
政
大
臣
に
変
え
た
『
栄
花
物
語
』
の
叙
述
に

は
、
何
か
の
深
意
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
立

后
条
件
の
角
度
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

『
栄
花
物
語
』
の
立
后
条
件
に
関
し
て
、
福
長
進
氏
は
、
巻
三
十
六
「
根

あ
は
せ
」
の
後
朱
雀
天
皇
の
生
子
（
藤
原
教
通
女
）
立
后
断
念
記
事
に
対

す
る
論
究
に
お
い
て
、「
一
の
人
の
御
女
な
ら
ぬ
人
の
、
御
子
お
は
し
ま

さ
ぬ
が
な
ら
せ
た
ま
ふ
例
は
ま
た
な
き
こ
と
と
思
し
め
し
て
、
せ
さ
せ
た

ま
は
ぬ
な
り
け
り
」
と
い
う
後
朱
雀
天
皇
が
生
子
立
后
を
断
念
す
る
理
由

を
示
し
た
一
文
に
着
目
し
、
内
親
王
の
立
后
の
要
因
や
意
義
と
は
異
な
る

藤
原
氏
の
女
性
の
立
后
条
件
と
し
て
摂
関
の
娘
で
あ
る
こ
と
（「
一
の
人

の
御
女
」）
或
い
は
皇
子
を
生
ん
で
い
る
こ
と
（「
御
子
お
は
し
ま
」
す
）

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
提
示
し
た
。
ま
た
、
氏
の
検
証
し
た
と
お
り
、
実

際
『
栄
花
物
語
』
に
見
え
る
藤
原
氏
の
后
た
ち
を
一
人
一
人
確
認
し
て
い

く
と
、
前
者
の
条
件
に
よ
っ
て
立
后
し
た
者
に
、
円
融
天
皇
后
媓
子
（
藤

原
兼
通
女
）
と
遵
子
（
藤
原
頼
忠
女
）・
一
条
天
皇
后
定
子
（
藤
原
道
隆
女
）

と
彰
子
（
藤
原
道
長
女
）・
三
条
天
皇
后
妍
子
（
藤
原
道
長
女
）・
後
一
条

天
皇
后
威
子
（
藤
原
道
長
女
、藤
原
頼
通
養
女
）・
後
冷
泉
天
皇
后
寛
子
（
藤

原
頼
通
女
）
と
歓
子
（
藤
原
教
通
女
）・
白
河
天
皇
后
賢
子
（
源
顕
房
女
、

藤
原
師
実
養
女
）、
後
者
の
条
件
に
よ
っ
て
立
后
し
た
者
に
、
醍
醐
天
皇

后
穏
子
（
藤
原
基
経
女
）・
村
上
天
皇
后
安
子
（
藤
原
師
輔
女
）・
一
条
朝

后
詮
子
（
藤
原
兼
家
女
、
一
条
天
皇
即
位
に
伴
っ
て
皇
太
后
と
な
る
）・

三
条
天
皇
后
娍
子
（
藤
原
済
時
女
）
が
お
り
、
結
果
的
に
前
記
の
二
つ
の

立
后
条
件
は
、『
栄
花
物
語
』
の
取
り
上
げ
た
全
て
の
藤
原
氏
出
身
の
后

に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
娍
子
の
属
す
る
後
者
の
グ
ル
ー
プ
に
目
を
向
け
る
と
、
四

名
の
后
の
中
で
娍
子
が
や
は
り
特
別
な
存
在
の
よ
う
で
あ
る
。
何
故
か
と

（
17
）
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い
う
と
、
穏
子
・
安
子
・
詮
子
は
い
ず
れ
も
藤
原
北
家
主
流
の
女
性
で
あ

り
、
娍
子
の
み
が
傍
流
の
出
身
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
更
に
細

か
く
検
討
し
て
み
れ
ば
、
先
ず
、
穏
子
の
場
合
、
そ
の
立
后
の
延
喜

二
十
三
年
（
九
二
三
）
に
、
父
基
経
と
長
兄
時
平
は
既
に
そ
れ
ぞ
れ
寛
平

三
年
（
八
九
一
）
と
延
喜
九
年
（
九
〇
九
）
に
没
し
て
い
た
が
、
兄
忠
平

は
時
平
の
早
世
後
に
藤
氏
長
者
と
し
て
朝
政
を
司
り
、
有
力
な
後
見
と

な
っ
て
い
た
。
同
年
三
月
に
、
穏
子
所
生
の
東
宮
保
明
親
王
が
二
十
一
歳

の
若
さ
で
亡
く
な
り
、
親
王
の
死
を
悼
惜
し
た
醍
醐
天
皇
は
、
朝
政
を
三

日
停
止
し
、
賀
茂
祭
の
行
事
も
取
り
消
し
、
ま
た
四
月
二
十
日
に
は
、
保

明
親
王
に
祟
り
を
な
し
た
と
思
わ
れ
た
菅
原
道
真
を
本
官
右
大
臣
に
戻
し

正
二
位
を
追
贈
す
る
詔
を
下
し
、
昌
泰
四
年
（
九
〇
一
）
の
道
真
追
放
の

詔
を
破
棄
し
た
。
続
い
て
、
二
十
六
日
に
女
御
で
あ
っ
た
穏
子
を
中
宮
に

立
て
、
そ
の
三
日
後
に
保
明
親
王
の
第
一
王
子
慶
頼
王
を
皇
太
子
に
立
て

た
（『
日
本
紀
略
』）。
こ
の
よ
う
に
、
穏
子
の
立
后
は
、
有
力
な
後
見
に

支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
東
宮
保
明
親
王
の
死
が
直
接
の
原

因
と
な
っ
て
い
た
。
穏
子
以
前
、
周
知
の
よ
う
に
、
所
生
皇
子
の
践
祚
に

伴
っ
て
立
后
す
る
（
皇
太
后
と
な
る
）
の
が
通
例
で
あ
り
、
新
た
な
東
宮

を
立
て
る
た
め
の
穏
子
立
后
は
、
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
も
か
く
、

穏
子
の
立
后
は
、
皇
子
を
生
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
る
立
后
の
グ
ル
ー
プ
に

類
別
さ
れ
て
い
て
も
、皇
子
の
存
在
だ
け
が
そ
の
立
后
の
要
因
で
は
な
く
、

忠
平
を
は
じ
め
と
し
た
一
族
の
支
持
と
東
宮
の
決
定
に
関
わ
る
天
皇
の
配

慮
が
背
後
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

穏
子
立
后
に
継
ぎ
、
安
子
立
后
も
ま
た
、
東
宮
践
祚
以
前
に
行
わ
れ
た
。

た
だ
、
穏
子
立
后
は
立
太
子
以
前
で
あ
る
こ
と
に
比
べ
、
安
子
立
后
は
立

太
子
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
五
月
に
、
安
子
は
村

上
天
皇
の
第
二
皇
子
憲
平
親
王
（
冷
泉
天
皇
）
を
出
産
し
、
そ
の
二
か
月

後
に
憲
平
親
王
の
立
太
子
が
あ
っ
た
。
安
子
の
立
后
は
、
そ
れ
よ
り
八
年

後
の
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
で
あ
っ
た
。
憲
平
親
王
の
迅
速
な
立
太
子
は
、

同
年
に
藤
原
元
方
女
祐
姫
が
第
一
皇
子
広
平
親
王
を
出
産
し
た
こ
と
と
無

関
係
な
も
の
で
は
な
く
、
皇
位
継
承
の
安
定
の
た
め
に
、
村
上
天
皇
は
、

時
の
権
力
者
で
あ
る
左
大
臣
藤
原
実
頼
（
安
子
伯
父
）
と
右
大
臣
藤
原
師

輔
（
安
子
父
）
に
後
見
さ
れ
た
憲
平
親
王
を
早
々
に
東
宮
に
立
て
た
の
で

あ
ろ
う
。『
栄
花
物
語
』
巻
一
「
月
の
宴
」
に
、
第
一
皇
子
を
得
た
後
の

元
方
側
の
広
平
親
王
立
太
子
の
願
望
が
描
か
れ
て
お
り
（
①
二
四
）、
当

時
の
緊
張
し
た
政
治
情
勢
が
窺
え
る
。
後
見
の
強
い
安
子
が
憲
平
親
王
を

出
産
し
た
こ
と
で
、
立
太
子
問
題
は
決
着
が
つ
い
た
が
、
安
子
の
立
后
は

直
ち
に
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
若
し
く
は
、
実
頼
と
師
輔
の
後
見
を
得
た

安
子
・
憲
平
親
王
の
地
位
が
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
安
子
の
立

后
も
必
須
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
、
八
年
後
の
安

子
立
后
は
何
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
詳
細
は
、
諸
史
料
に
書
か
れ
て
い

な
い
が
、
憲
平
親
王
の
精
神
障
害
が
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
憲
平
親
王
の
精
神
障
害
は『
江
記
』な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
栄

花
物
語
』
に
も
元
方
の
物
の
怪
に
悩
ま
さ
れ
た
憲
平
親
王
の
気
の
病
が
よ

く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
①
三
四
、
①
三
九
な
ど
）。
幼
少
時
に
発
見

さ
れ
な
か
っ
た
親
王
の
精
神
的
異
常
が
そ
の
成
長
に
伴
い
徐
々
に
現
れ
て

き
て
、東
宮
の
地
位
の
確
保
の
た
め
に
、安
子
立
后
が
改
め
て
必
要
に
な
っ
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て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
或
い
は
、
ほ
か
の
安
子
腹
皇
子

の
立
太
子
を
考
慮
し
て
の
布
石
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
実
際
、後
に
、

安
子
腹
の
第
四
皇
子
為
平
親
王
と
第
五
皇
子
守
平
親
王
（
円
融
天
皇
）
が

い
ず
れ
も
有
力
な
東
宮
候
補
と
な
り
、
冷
泉
天
皇
即
位
後
、
源
高
明
の
婿

で
あ
っ
た
為
平
親
王
を
越
し
て
藤
原
北
家
の
支
持
を
得
た
守
平
親
王
が
立

太
子
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
安
子
立
后
も
、
穏
子
立
后
の
場
合
と
同
様
、

後
見
が
強
く
、
ま
た
立
太
子
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

続
い
て
、
詮
子
の
立
后
で
あ
る
が
、
穏
子
と
も
安
子
と
も
異
な
り
、
所

生
子
懐
仁
親
王
（
一
条
天
皇
）
即
位
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
皇
太

后
と
し
て
の
立
后
で
あ
っ
た
。
詮
子
は
、
前
代
円
融
天
皇
の
女
御
で
あ
っ

た
が
、
円
融
朝
に
お
い
て
は
、
関
白
藤
原
頼
忠
の
娘
遵
子
が
皇
子
を
生
ん

で
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
立
后
し
た
。
円
融
天
皇
の
唯
一
の
皇
子
を
生
ん

だ
詮
子
を
差
し
置
い
た
遵
子
立
后
は
、
詮
子
父
右
大
臣
藤
原
兼
家
の
強
烈

な
不
満
を
招
い
た
。『
栄
花
物
語
』
巻
二
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
に
、

「
帝
の
御
心
掟
（
円
融
天
皇
の
遵
子
立
后
の
決
定
）
を
、
世
人
も
目
も
あ

や
に
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
申
し
思
へ
り
。
一
の
御
子
お
は
す
る
女
御
（
詮

子
）
を
措
き
な
が
ら
、
か
く
御
子
も
お
は
せ
ぬ
女
御
（
遵
子
）
の
后
に
ゐ

た
ま
ひ
ぬ
る
こ
と
、
や
す
か
ら
ぬ
こ
と
に
世
の
人
な
や
み
申
し
て
、
素
腹

の
后
と
ぞ
つ
け
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
」（
①
一
一
一
）
と
あ
り
、
皇
子

の
い
な
い
遵
子
の
立
后
に
対
す
る
世
間
の
批
判
が
描
か
れ
、
し
か
も
そ
の

矛
先
が
円
融
天
皇
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
九
条
流
（
藤
原
師
輔
一
族
）
で

あ
る
兼
家
に
肩
を
持
つ
『
栄
花
物
語
』
の
視
点
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
現

実
を
あ
る
程
度
反
映
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
円
融
朝
に
は
、
遵
子
の

前
に
、
先
代
関
白
で
あ
っ
た
藤
原
兼
通
の
娘
故
中
宮
媓
子
も
皇
子
の
い
な

い
立
后
で
あ
っ
た
。
媓
子
立
后
は
、
彼
女
の
入
内
五
か
月
後
の
こ
と
で
あ

り
、前
述
し
た
摂
関
の
娘
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
立
后
の
初
例
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
村
上
天
皇
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
九
条
流
の
政
治
基
盤

の
発
展
が
あ
り
、
村
上
天
皇
崩
御
後
に
即
位
し
た
冷
泉
天
皇
と
円
融
天
皇

は
い
ず
れ
も
師
輔
女
安
子
が
生
ん
だ
子
で
あ
り
、
政
権
は
主
に
九
条
流
に

握
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
遵
子
は
媓
子
と
異
な
っ
て
小
野
宮
流
（
藤

原
実
頼
一
族
）
の
ほ
う
に
属
し
、
そ
の
立
后
は
、
九
条
流
内
部
に
お
け
る

兼
通
・
兼
家
兄
弟
（
い
ず
れ
も
師
輔
男
）
の
不
和
に
よ
る
結
果
と
も
い
え

る
。
ま
た
、
冷
泉
院
の
皇
子
（
冷
泉
院
女
御
で
あ
る
兼
家
長
女
超
子
が
居

貞
・
為
尊
・
敦
道
親
王
三
人
を
儲
け
た
）
を
擁
し
た
兼
家
側
に
対
す
る
円

融
天
皇
の
警
戒
心
も
一
因
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
複
雑
な
要
素
が
交

わ
り
、
円
融
朝
に
お
け
る
詮
子
の
立
后
が
叶
わ
ず
、
一
条
朝
に
な
っ
て
皇

太
后
と
し
て
の
立
后
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
娍
子
と
同
じ
く
皇
子
を
生
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

立
后
し
た
穏
子
・
安
子
・
詮
子
三
人
の
事
情
を
検
討
し
た
が
、
そ
の
共
通

点
と
し
て
、
三
人
と
も
有
力
な
後
見
を
持
つ
こ
と
、
ま
た
い
ず
れ
の
立
后

も
皇
位
継
承
問
題
と
関
わ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
照
準
し
て
娍

子
の
場
合
を
見
る
と
、
先
ず
後
見
の
欠
如
と
い
う
大
き
な
不
足
点
が
際
立

つ
。
父
済
時
は
、娍
子
立
后
（
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
））
の
十
七
年
前
（
長

徳
元
年
（
九
九
五
））
に
大
納
言
と
い
う
官
職
で
没
し
た
。
弟
通
任
も
行

事
に
お
け
る
不
始
末
が
多
く
、
あ
ま
り
頼
り
に
な
る
よ
う
な
器
で
は
な

か
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
娍
子
よ
り
か
な
り
後
に
入
内
し

（
18
）

（
19
）

（
20
）
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た
道
長
女
妍
子
が
皇
子
も
い
な
い
ま
ま
に
先
に
立
后
し
た
。
し
か
し
、
娍

子
に
と
っ
て
優
位
な
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
親
王
四

人
内
親
王
二
人
を
儲
け
た
こ
と
と
三
条
天
皇
と
の
長
年
の
睦
ま
じ
い
夫
婦

関
係
の
こ
と
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
巻
十
「
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
」
に
、

三
条
天
皇
の
妍
子
立
后
の
提
案
に
謙
譲
の
態
度
を
取
る
道
長
の
、「
年
ご

ろ
に
も
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
、
宮
た
ち
も
あ
ま
た
お
は
し
ま
す
宣
耀
殿
（
娍

子
）
こ
そ
、
ま
づ
さ
や
う
（
立
后
）
に
は
お
は
し
ま
さ
め
」（
①
五
〇
三
）

と
い
う
発
言
に
も
、
娍
子
の
そ
の
よ
う
な
優
勢
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
娍

子
立
后
の
際
に
も
、
道
長
の
発
言
に
託
し
て
、

�

ま
こ
と
に
い
み
じ
か
り
け
る
人
の
御
有
様
な
り
。
女
の
幸
ひ
の
本
に

は
、
こ
の
宮
（
娍
子
）
を
な
ん
し
た
て
ま
つ
る
べ
き
。
親
（
済
時
）

な
ど
に
も
後
れ
た
ま
ひ
て
、
わ
が
御
身
一
つ
に
て
、
年
ご
ろ
に
な
り

た
ま
ひ
ぬ
る
に
、
ま
た
け
し
か
ら
ず
び
ん
な
き
こ
と
し
出
で
た
ま
は

ず
。
ま
づ
は
こ
こ
ら
多
く
お
は
す
る
宮
た
ち
の
御
な
か
に
、
し
れ
者

の
ま
じ
ら
ぬ
に
て
き
は
め
つ
か
し
。
い
み
じ
き
村
上
の
先
帝
と
申
し

し
か
ど
、
か
の
大
将
（
済
時
）
の
妹
の
宣
耀
殿
女
御
（
芳
子
）
の
生

み
た
ま
へ
り
し
八
の
宮
（
永
平
親
王
）
こ
そ
は
、
世
の
し
れ
者
の
い

み
じ
き
例
よ
。
そ
れ
に
こ
の
宮
た
ち
五
六
人
お
は
す
る
に
、
す
べ
て

し
れ
か
た
く
な
し
き
が
な
き
な
り
（
①
五
〇
九
）

と
い
う
文
が
書
い
て
あ
り
、
娍
子
の
叔
母
・
村
上
天
皇
女
御
芳
子
所
生
の

「
し
れ
者
」
で
あ
る
永
平
親
王
に
比
べ
、
娍
子
所
生
の
六
人
の
皇
子
女
が

い
ず
れ
も
正
常
で
あ
る
こ
と
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
娍
子
家
系
の
暗
部
を

露
出
さ
せ
た
こ
の
賞
賛
の
仕
方
は
、
有
効
と
は
い
え
な
い
と
い
う
指
摘
が

あ
る
が
、
娍
子
立
后
を
対
象
化
す
る
際
に
、『
栄
花
物
語
』
は
と
り
わ
け

娍
子
所
生
皇
子
女
の
存
在
に
注
目
し
た
こ
と
が
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏

ま
え
て
、
前
記
の
第
二
の
共
通
点
、
つ
ま
り
穏
子
・
安
子
・
詮
子
の
立
后

が
い
ず
れ
も
皇
位
継
承
問
題
と
関
わ
る
と
い
う
点
を
娍
子
の
場
合
と
照
合

す
る
。

後
見
の
欠
如
の
代
わ
り
に
、
皇
子
女
の
存
在
が
娍
子
立
后
を
支
え
る
最

大
の
根
拠
と
し
て
何
度
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
描
写
は
、
あ
く
ま
で

「
宮
た
ち
も
あ
ま
た
お
は
し
ま
す
」「
こ
こ
ら
多
く
お
は
す
る
宮
た
ち
」「
こ

の
宮
た
ち
五
六
人
お
は
す
る
」
の
如
く
、
娍
子
の
皇
子
女
を
一
つ
の
全
体

と
し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
娍
子
腹
の
第
一
皇
子
で
あ
る
敦
明
親
王
に

関
す
る
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
一
箇
所
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
娍
子
立
后

は
、
恰
も
皇
位
継
承
問
題
と
の
関
わ
り
が
な
い
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
済
時
へ
の
太
政
大
臣
追
贈
と
い
う
描
写
に
は
、
単
に
娍
子
立

后
を
正
当
化
す
る
の
で
は
な
く
、
敦
明
親
王
の
立
太
子
ひ
い
て
は
即
位
の

可
能
性
を
読
者
に
仄
め
か
す
意
図
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

皇
子
を
生
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
る
娍
子
立
后
に
は
、
名
目
的
に
も
大
臣
で

あ
る
父
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
対
し
て
道
長
が
済
時
に
大
臣

を
追
贈
す
る
と
い
う
こ
と
を
三
条
天
皇
に
提
案
し
た
。
し
か
し
、『
栄
花

物
語
』
は
、
史
実
で
の
贈
右
大
臣
を
贈
太
政
大
臣
に
改
変
し
た
。
前
記
の

と
お
り
、
太
政
大
臣
は
、
か
つ
て
摂
政
に
相
応
し
い
官
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、『
栄
花
物
語
』
の
時
代
ま
で
の
歴
代
の
太
政
大
臣
は
、
ほ
と
ん
ど
摂

（
21
）
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関
が
兼
任
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
太
政
大
臣
と
摂
関
と
の
間
に
通
じ
合

う
一
面
が
あ
っ
た
。
太
政
大
臣
の
本
来
持
し
た
万
機
総
摂
の
機
能
は
、
万

機
の
政
を
行
う
摂
関
の
機
能
と
一
致
し
、
既
に
検
討
し
た
人
臣
最
初
の
摂

政
良
房
の
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
摂
政
は
太
政
大
臣
か
ら
派
生
し
た

も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
兼
家
の
時
代
か
ら
太
政
大
臣
は
摂
関
と
分
離
し

て
名
誉
職
化
し
た
と
し
て
も
、
師
範
訓
道
と
い
う
機
能
が
常
に
有
効
で
あ

り
、
太
政
大
臣
と
い
う
官
職
の
重
み
は
保
た
れ
て
い
た
。
ま
た
、
太
政
大

臣
の
追
贈
に
お
い
て
、
被
追
贈
者
が
ほ
と
ん
ど
天
皇
の
外
戚
で
あ
り
、
そ

の
追
贈
の
裏
に
は
天
皇
の
皇
位
正
当
性
の
強
化
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
済
時
へ
の
太
政
大
臣
追
贈
は
、
摂
関
と
繋
が
り
を
持
ち
、
し

か
も
ほ
と
ん
ど
外
戚
に
追
贈
さ
れ
た
重
職
を
娍
子
父
に
贈
る
こ
と
で
、
娍

子
一
族
の
格
上
げ
と
敦
明
親
王
の
皇
嗣
と
し
て
の
正
当
性
の
強
調
を
果
た

す
と
い
う
意
味
合
い
が
持
た
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
実

際
、三
条
天
皇
譲
位
後
、敦
明
親
王
が
東
宮
に
立
て
ら
れ
た
。『
栄
花
物
語
』

は
、
娍
子
立
后
の
記
述
に
お
い
て
、
敦
明
親
王
の
立
太
子
問
題
を
表
面
化

さ
せ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
済
時
へ
の
贈
太
政
大
臣
と
い
う
史
実
の
改
変

を
通
し
て
、
娍
子
立
后
に
特
殊
な
意
味
を
付
与
し
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
済
時
へ
の
贈
太
政
大
臣
を
経
て
の
娍
子
立
后
は
、
敦
明
親
王
の
皇
位

継
承
の
正
当
性
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
立
后
が
暗
に
皇
位
継
承
問
題

と
の
連
鎖
の
中
で
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
、
道
長
の
位
置
付
け

済
時
へ
の
贈
太
政
大
臣
を
経
て
の
娍
子
立
后
は
、
暗
に
敦
明
親
王
の
立

太
子
問
題
と
関
わ
り
を
持
つ
な
ら
、
そ
の
贈
太
政
大
臣
の
提
案
を
出
し
た

道
長
の
位
置
付
け
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、

道
長
は
、
娍
子
立
后
の
み
な
ら
ず
、
敦
明
親
王
の
立
太
子
を
も
快
く
支
持

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
先
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
巻
十
「
ひ
か
げ

の
か
づ
ら
」
の
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
年
頭
の
記
事
（
①
四
九
九
～

五
〇
〇
）
で
あ
る
。
前
年
十
月
に
三
条
天
皇
の
父
冷
泉
院
が
崩
御
し
、
世

の
中
が
す
べ
て
諒
闇
に
な
り
（
①
四
九
七
）、
年
が
改
ま
っ
た
長
和
元
年

の
元
三
日
も
い
つ
も
の
よ
う
で
は
な
く
、
し
ん
み
り
と
し
た
様
子
で
あ
っ

た
。
服
喪
中
の
三
条
天
皇
は
、
部
屋
に
閉
じ
こ
も
り
、
清
涼
殿
の
上
の
御

局
に
い
る
妍
子
の
と
こ
ろ
に
も
容
易
く
渡
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
娍
子

所
生
の
皇
子
た
ち
が
年
始
の
挨
拶
に
参
上
し
て
き
て
、上
の
女
房
た
ち
は
、

数
十
年
ぶ
り
に
大
勢
の
皇
子
た
ち
が
宮
中
に
集
ま
っ
た
こ
と
に
感
動
し
、

皇
子
の
た
く
さ
ん
い
た
村
上
・
宇
多
天
皇
の
時
代
を
引
き
合
い
に
出
し
な

が
ら
、
娍
子
腹
の
敦
明
・
敦
儀
・
敦
平
親
王
を
賞
賛
し
た
。
一
方
、
妍
子

方
の
女
房
は
、
平
素
よ
り
人
目
が
多
い
よ
う
な
心
地
が
し
て
、
い
つ
も
の

よ
う
に
お
し
ゃ
べ
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。こ
の
年
頭
記
事
か
ら
、

皇
子
に
恵
ま
れ
た
娍
子
方
の
賑
わ
し
さ
と
そ
れ
を
褒
め
立
て
る
天
皇
付
き

の
女
房
た
ち
の
姿
勢
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
対
す
る
妍
子
方
の
苦
々
し
い
思

い
が
窺
わ
れ
る
。
妍
子
・
道
長
に
と
っ
て
、
娍
子
お
よ
び
娍
子
所
生
の
皇

子
た
ち
は
、
決
し
て
面
白
く
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
前
記
立
后
記
事
に
お
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け
る
道
長
の
娍
子
賞
賛
の
発
言
に
は
、
娍
子
所
生
皇
子
女
の
こ
と
が
話
の

中
心
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
あ
る
意
味
で
、
道
長
が
娍
子
腹
の
皇

子
女
を
か
な
り
意
識
し
た
こ
と
の
表
徴
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
、『
栄
花
物
語
』

は
、
そ
の
よ
う
な
両
方
の
間
の
衝
突
を
匂
わ
せ
な
が
ら
も
表
面
化
さ
せ
る

こ
と
な
く
、あ
く
ま
で
娍
子
方
に
協
力
的
な
道
長
像
を
作
り
上
げ
て
い
く
。

そ
れ
は
、
娍
子
立
后
記
事
に
描
か
れ
て
い
る
道
長
の
積
極
的
な
姿
勢
に
鑑

み
て
明
白
な
こ
と
で
あ
る
が
、
巻
十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」
の
敦
明
親
王
東
宮

辞
退
の
記
事
に
も
、
敦
明
親
王
の
辞
退
を
引
き
止
め
よ
う
と
す
る
道
長
の

姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
れ
ど
殿
の
御
前
（
道
長
）
に
、（
敦
明
親
王
は
）
さ
る
べ
き
人
し
て
、

か
や
う
に
な
ん
と
ま
ね
び
申
さ
せ
た
ま
ふ
。
殿
の
御
前（
道
長
）、「
い

と
あ
る
ま
じ
き
御
事
（
東
宮
辞
退
）
な
り
。
さ
は
、故
院
（
三
条
院
）

の
御
継
な
く
て
や
ま
せ
た
ま
ふ
べ
き
か
。
い
み
じ
か
り
し
世
の
御
物

の
怪
な
れ
ば
、
そ
れ
が
さ
思
は
せ
た
て
ま
つ
る
な
ら
む
」
と
の
た
ま

は
せ
て
、
聞
き
入
れ
さ
せ
た
ま
は
ぬ
を
、「
い
か
で
対
面
せ
ん
」
と

た
び
た
び
聞
え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
殿
（
道
長
）
参
ら
せ
た
ま
へ
り
。

お
ぼ
つ
か
な
き
世
の
御
物
語
な
ど
聞
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
次
に
、「
な

ほ
身
の
宿
世
の
悪
き
に
や
は
べ
ら
ん
、
か
く
う
る
は
し
き
有
様
こ
そ

い
と
む
つ
か
し
け
れ
。
い
か
で
お
り
は
べ
り
な
ん
。
お
り
は
べ
り
て
、

一
の
院
と
い
は
れ
て
は
べ
ら
ん
」
と
聞
え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、「
さ
ら

に
あ
る
ま
じ
き
御
心
掟
に
お
は
し
ま
す
。
故
院
（
三
条
院
）
の
よ
ろ

づ
に
御
後
見
仕
う
ま
つ
る
べ
き
よ
し
仰
せ
ら
れ
し
か
ば
、
み
な
さ
思

う
た
ま
へ
な
が
ら
、
え
さ
ら
ぬ
こ
と
の
多
く
は
べ
れ
ば
、
内
に
も
当

代
（
後
一
条
天
皇
）
い
と
幼
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
よ
ろ
づ
暇
な
く
さ

ぶ
ら
ひ
て
な
ん
。
な
か
に
つ
い
て
、
こ
の
一
品
宮
（
禎
子
内
親
王
）

の
御
た
め
を
思
う
た
ま
ふ
れ
ば
、
心
の
ど
か
に
世
を
も
思
し
た
も
た

せ
た
ま
ひ
て
お
は
し
ま
さ
ん
こ
そ
、
頼
も
し
う
う
れ
し
う
さ
ぶ
ら
ふ

べ
け
れ
。
た
だ
こ
れ
は
、
こ
と
事
な
ら
じ
、
御
物
の
怪
の
思
さ
る
る

な
め
り
」
と
申
さ
せ
た
ま
へ
ば
（
②
一
〇
六
～
一
〇
七
）

長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
に
三
条
天
皇
の
譲
位
に
伴
っ
て
東
宮
と

な
っ
た
敦
明
親
王
は
、
翌
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
三
条
院
崩
御
三
か
月

後
の
八
月
に
、
東
宮
を
辞
退
し
た
。『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
東
宮
を

辞
退
し
よ
う
と
し
た
敦
明
親
王
は
、
最
初
に
母
宮
娍
子
に
そ
の
意
志
を
伝

え
た
が
、
娍
子
が
「
い
と
心
憂
き
御
心
な
り
。
御
物
の
怪
の
思
は
せ
た
て

ま
つ
る
な
ら
ん
。
故
院
（
三
条
院
）
の
あ
る
べ
き
さ
ま
に
し
据
ゑ
た
て
ま

つ
ら
せ
た
ま
ひ
し
御
事
を
も
、
い
か
に
思
し
め
し
て
、
や
が
て
御
跡
を
も

継
が
ず
、
世
の
例
に
も
な
ら
む
と
思
し
め
す
ぞ
」
と
常
に
戒
め
、
し
か
も

所
々
に
祈
祷
を
さ
せ
た
り
敦
明
親
王
身
辺
の
殿
上
人
を
呼
び
出
し
た
り
し

て
、東
宮
辞
退
の
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た（
②
一
〇
五
）。
と
こ
ろ
が
、

敦
明
親
王
が
転
じ
て
道
長
に
相
談
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
。
敦
明
親
王
の

望
み
を
聞
い
た
道
長
は
、
前
掲
引
用
文
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
娍
子
と
趣

旨
の
似
た
諌
言
を
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
娍
子
も
道
長
も
、
東
宮
を

辞
退
す
る
の
が
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
東
宮
を
辞
退
さ
れ
た
ら
故
三

条
院
の
皇
統
が
絶
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
き
っ
と
物
の
怪
が
敦
明
親
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王
に
そ
う
思
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
い
、
敦
明
親
王
の
東
宮
辞
退
に
強

く
反
対
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
道
長
は
、
敦
明
親
王
の
東
宮
辞
退
の
件
に

お
い
て
、
娍
子
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
た
。

ま
た
、
道
長
が
反
対
す
る
理
由
を
伝
え
る
も
の
に
、
同
じ
く
前
掲
引
用

文
に
見
ら
れ
る
「
故
院
（
三
条
院
）
の
よ
ろ
づ
に
御
後
見
仕
う
ま
つ
る
べ

き
よ
し
仰
せ
ら
れ
し
か
ば
（
中
略
）
頼
も
し
う
う
れ
し
う
さ
ぶ
ら
ふ
べ
け

れ
」
と
い
う
道
長
の
発
言
が
あ
る
。
こ
の
発
言
に
、
故
三
条
院
か
ら
敦
明

親
王
の
後
見
を
頼
ま
れ
た
が
、
や
む
を
え
ぬ
こ
と
が
多
く
、
今
上
（
後
一

条
天
皇
）
も
幼
少
で
、
万
事
に
つ
け
て
暇
が
な
い
た
め
、
思
う
よ
う
に
奉

仕
で
き
な
か
っ
た
、
し
か
し
他
意
は
な
く
、
こ
と
に
禎
子
内
親
王
（
敦
明

親
王
の
異
母
妹
、
妍
子
所
生
）
の
将
来
を
案
じ
て
も
、
敦
明
親
王
が
東
宮

に
就
い
た
ほ
う
が
頼
も
し
い
と
い
う
意
思
が
表
さ
れ
て
い
る
。
道
長
に
対

す
る
故
三
条
院
の
後
見
依
頼
は
、
巻
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
後
一
条

天
皇
即
位
記
事
に
「
院
（
三
条
院
）、
東
宮
（
敦
明
親
王
）
の
御
事
を
さ

へ
申
し
つ
け
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
姫
宮
（
禎
子
内
親
王
）
の
御
事
を
思
ひ
き

こ
え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
御
暇
も
お
は
し
ま
さ
ね
ど
、
よ
ろ
づ
あ
つ
か
ひ
き

こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
」（
②
七
一
）
と
見
え
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
三
条

朝
の
始
め
に
あ
る
「
た
だ
殿
（
道
長
）
か
た
が
た
に
御
暇
な
く
、
内
（
三

条
天
皇
）、
東
宮
（
敦
成
親
王
）、
院
（
一
条
院
）
な
ど
参
り
定
め
さ
せ
た

ま
ふ
ほ
ど
、
え
も
い
は
ず
あ
さ
ま
し
き
ま
で
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
御
幸
ひ
か

な
と
、
め
で
た
く
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
」（
①
四
七
〇
）、「
内
（
三
条
天
皇
）

の
御
後
見
も
、殿
（
道
長
）
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
東
宮
（
敦
成
親
王
）

の
御
は
た
さ
ら
な
り
。
な
ほ
め
づ
ら
か
な
る
御
有
様
を
、
同
じ
こ
と
の
や

う
な
れ
ど
、
尽
き
せ
ず
世
人
申
し
思
へ
り
」（
①
四
七
九
）、
冷
泉
院
崩
御

記
事
に
あ
る
「
ま
づ
御
葬
送
の
事
な
ど
、
よ
ろ
づ
に
大
殿
（
道
長
）
の
み

ぞ
掟
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
」（
①
四
九
八
）
と
い
っ
た
記
述
と
似
て

お
り
、万
事
を
仕
切
り
朝
廷
の
後
見
を
務
め
る
道
長
の
有
様
が
強
調
さ
れ
、

賛
美
さ
れ
て
い
る
。
道
長
の
そ
う
し
た
朝
廷
の
後
見
の
一
面
に
注
目
す
れ

ば
、
政
情
に
不
安
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
敦
明
親
王
の
東
宮
辞
退
に
反
対

を
示
し
た
彼
の
態
度
も
合
理
的
に
見
え
る
。
勿
論
、
禎
子
内
親
王
の
将
来

を
と
り
わ
け
案
じ
た
道
長
の
思
惑
は
、
私
情
を
交
え
た
も
の
と
も
い
え
る

が
（
禎
子
内
親
王
は
道
長
の
外
孫
で
あ
る
）、
敦
明
親
王
の
地
位
が
高
け

れ
ば
禎
子
内
親
王
の
将
来
も
頼
も
し
く
な
る
と
い
う
道
長
の
考
え
自
体
、

敦
明
親
王
・
娍
子
と
禎
子
内
親
王
・
妍
子
を
対
立
す
る
二
つ
の
陣
営
と
し

て
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
と
も
に
三
条
院
の
御
子
ま
た
は
后
と
し
て
同

一
視
し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
娍
子
立
后
の
記
事
と
同
様
、
敦
明
親
王
東
宮
辞
退
の
記
事

に
お
け
る
道
長
像
も
、
実
相
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
敦
明
親
王
の
立
太
子
に
対
し
、
道
長
は
最
初
か
ら
不
賛
成
で
あ
っ

た
ら
し
い
。
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）、
譲
位
を
決
め
た
三
条
天
皇
は
、

新
東
宮
に
敦
明
親
王
を
立
て
る
意
向
を
道
長
に
伝
え
た
が
、『
小
右
記
』

同
年
十
二
月
二
十
四
日
条
に
あ
る「
有
御
譲
位
・
青
宮
等〔
事
〕、事
可
早
々
、

李
部
宮
可
立
給
東
宮
、不
可
申
左
右
、准
〔
唯
〕
甚
多
不
便
事
等
者
」（「
御

譲
位
と
新
東
宮
の
事
が
決
ま
っ
た
。
事
は
早
々
と
す
べ
き
で
あ
る
。
敦
明

親
王
が
東
宮
に
立
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
れ
こ
れ
申
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
だ
、
甚
だ
便
宜
の
な
い
事
が
多
い
」
と
道
長
が
仰
っ
た
）
の
よ

（
22
）
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う
に
、
道
長
は
、
敦
明
親
王
の
立
太
子
に
難
色
を
示
し
た
。
ま
た
、
敦
明

親
王
の
東
宮
坊
の
任
官
に
関
し
て
、『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）

正
月
十
九
日
・
二
十
六
日
条
に
よ
る
と
、
道
長
は
、
東
宮
大
夫
と
東
宮
傅

に
そ
れ
ぞ
れ
右
大
臣
藤
原
顕
光
（
敦
明
親
王
妃
延
子
の
父
）
と
修
理
大
夫

藤
原
通
任
（
娍
子
の
弟
）
を
指
名
し
、
道
長
の
子
息
を
東
宮
大
夫
に
任
じ

た
い
と
い
う
三
条
天
皇
の
要
望
を
拒
み
、
そ
し
て
右
衛
門
督
藤
原
懐
平
を

は
じ
め
と
し
た
上
下
の
者
も
敦
明
親
王
の
坊
官
を
固
辞
し
た
と
い
う
。
道

長
の
指
名
し
た
顕
光
と
通
任
は
、
と
も
に
敦
明
親
王
と
身
内
関
係
の
者
で

あ
っ
た
が
、
顕
光
は
、『
小
右
記
』
と
『
左
経
記
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、

朝
廷
の
儀
式
も
こ
な
せ
な
い
無
能
な
大
臣
で
あ
り
、
ま
た
通
任
も
、
既
に

触
れ
た
と
お
り
、
あ
ま
り
頼
り
に
な
れ
る
よ
う
な
者
で
は
な
か
っ
た
。
三

条
天
皇
の
意
向
に
反
し
て
顕
光
と
通
任
を
推
薦
し
自
家
の
子
息
の
任
用
を

拒
ん
だ
道
長
は
、
東
宮
敦
明
親
王
の
孤
立
化
を
図
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
三
条
院
が
崩
御
し
て
間
も
な
く
、
敦
明
親
王
が
自
発
的
に
東
宮
辞
退

を
選
ん
だ
の
は
、
即
ち
そ
の
よ
う
な
道
長
の
策
略
の
産
物
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、『
栄
花
物
語
』
は
、
敦
明
親
王
が
東
宮
を
辞
退
す
る
理
由
に
つ
い

て
も
、東

宮
（
敦
明
親
王
）、
な
ど
の
御
心
の
催
し
に
か
お
は
し
ま
す
ら
ん
、

か
く
て
か
ぎ
り
な
き
御
身
を
何
と
も
思
さ
れ
ず
、
昔
の
御
忍
び
歩
き

の
み
恋
し
く
思
さ
れ
て
、
時
々
に
つ
け
て
の
花
も
紅
葉
も
、
御
心
に

ま
か
せ
て
御
覧
ぜ
し
の
み
恋
し
く
、
い
か
で
さ
や
う
に
て
も
あ
り
に

し
が
な
と
の
み
思
し
め
さ
る
る
御
心
、
夜
昼
急
に
思
さ
る
る
も
わ
り

（
23
）

（
24
）

（
25
）

な
く
て
、
皇
后
宮
（
娍
子
）
に
、「
一
生
い
く
ば
く
に
は
べ
ら
ぬ
に
、

な
ほ
か
く
て
は
べ
る
こ
そ
い
と
い
ぶ
せ
く
は
べ
れ
。
さ
る
べ
き
に
や

は
べ
ら
ん
、古
の
有
様
に
心
や
す
く
て
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
く
は
べ
れ
」

な
ど
、
を
り
を
り
に
聞
え
た
ま
へ
ば
（
②
一
〇
五
）

と
あ
る
よ
う
に
、
遊
び
心
か
ら
東
宮
の
身
分
に
不
自
由
を
感
じ
、
昔
の
風

流
な
生
活
に
戻
り
た
い
と
い
う
敦
明
親
王
の
心
情
の
み
を
描
き
、
そ
の
東

宮
辞
退
が
あ
く
ま
で
敦
明
親
王
個
人
の
資
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
仄
め

か
し
て
い
る
。
道
長
か
ら
の
圧
力
に
関
す
る
言
及
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
道

長
を
娍
子
と
同
じ
立
場
に
据
え
、
敦
明
親
王
の
決
意
を
挽
回
し
よ
う
と
す

る
側
に
回
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
敦
明
親
王
か
ら
出
家
の
志
を
聞
か
さ
れ

て
は
じ
め
て
、道
長
は
仕
方
な
く
彼
の
辞
退
を
認
め
た
と
描
い
て
い
る（
②

一
〇
七
）。
以
上
の
よ
う
に
、
敦
明
親
王
の
東
宮
辞
退
記
事
に
見
ら
れ
る

道
長
の
人
物
像
は
、
娍
子
立
后
記
事
の
そ
れ
と
一
貫
し
て
お
り
、
娍
子
側

に
協
力
的
な
一
面
が
確
認
さ
れ
、
朝
廷
の
後
見
と
し
て
の
性
格
が
看
取
さ

れ
る
。
道
長
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
位
置
付
け
が
あ
っ
て
、
娍
子
父
に
太

政
大
臣
を
追
贈
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
り
、
敦
明
親
王
の
東
宮
辞
退
を
懇

ろ
に
諌
め
た
り
す
る
彼
の
言
行
が
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
成
立
し
え

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
、
再
び
本
稿
の
冒
頭
で
触
れ
た
、
三
条
天

皇
の
即
位
式
の
描
写
に
見
え
る
天
皇
に
も
匹
敵
す
る
道
長
の
素
晴
ら
し
さ

に
対
す
る
賞
賛
を
顧
み
る
と
、『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
道
長
は
、
も
は

や
臣
下
の
位
相
を
超
越
し
、
一
国
の
リ
ー
ダ
ー
に
等
し
い
と
い
え
る
。
そ

れ
は
、
巻
十
五
「
う
た
が
ひ
」
の
、
道
長
出
家
時
に
戒
師
を
務
め
た
院
源
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の
言
葉
に
あ
る
「
年
ご
ろ
の
間
、
世
の
固
め
、
一
切
衆
生
の
父
と
し
て
よ

ろ
づ
の
人
を
は
ぐ
く
み
、
正
法
を
も
て
国
を
治
め
、
非
道
の
政
な
く
て
過

ぐ
さ
せ
た
ま
ふ
に
」（
②
一
七
八
）
と
い
う
道
長
へ
の
評
価
か
ら
も
読
み

取
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

五
、
む
す
び
に
か
え
て

済
時
へ
の
贈
太
政
大
臣
を
手
が
か
り
に
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
娍
子

立
后
の
論
理
を
検
討
し
て
き
た
が
、
要
点
を
纏
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な

る
。『

栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
娍
子
立
后
の
た
め
に
、
道
長
は
、
娍
子
父

済
時
に
太
政
大
臣
を
追
贈
す
る
こ
と
を
三
条
天
皇
に
提
案
し
た
。し
か
し
、

史
実
で
は
、
済
時
へ
の
贈
官
は
、
太
政
大
臣
で
は
な
く
右
大
臣
で
あ
っ
た
。

太
政
大
臣
は
、
師
範
訓
道
と
万
機
総
摂
の
両
面
を
兼
ね
た
、
太
政
官
に
お

け
る
最
高
の
官
職
で
あ
り
、
摂
関
政
治
初
期
か
ら
摂
政
に
相
応
し
い
官
職

と
考
え
ら
れ
、
摂
関
以
外
の
者
が
任
じ
ら
れ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
兼
家

の
時
代
か
ら
、
太
政
大
臣
は
摂
関
と
分
離
し
、
万
機
総
摂
の
機
能
も
失
い
、

名
誉
職
化
し
た
が
、
師
範
訓
道
の
機
能
を
保
ち
続
け
、
天
皇
元
服
時
に
加

冠
役
の
摂
政
が
太
政
大
臣
に
な
る
必
要
が
あ
り
、
重
み
の
あ
る
官
職
で
あ

る
と
い
う
点
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
太
政
大
臣
の
地
位
は
、
外
戚

の
地
位
と
深
い
関
係
を
持
ち
、
摂
関
政
治
時
代
に
お
け
る
歴
代
の
太
政
大

臣
は
、
ほ
と
ん
ど
天
皇
の
外
戚
で
あ
り
、
太
政
大
臣
の
追
贈
に
お
い
て
も
、

被
追
贈
者
が
ほ
と
ん
ど
天
皇
の
外
戚
で
あ
っ
た
。
外
戚
に
太
政
大
臣
を
追

贈
す
る
こ
と
は
、「
子
以
母
貴
、
母
以
子
貴
」
と
い
う
原
理
を
利
用
し
、

天
皇
の
母
系
を
格
上
げ
し
た
と
同
時
に
、
天
皇
自
身
の
皇
位
の
正
当
性
を

も
強
化
し
た
。

『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
済
時
へ
の
太
政
大
臣
追
贈
も
、
そ
の
よ
う
な

原
理
を
重
視
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
済
時
へ
の
太
政
大
臣
追
贈
は
、

娍
子
一
族
の
格
上
げ
を
果
た
し
、
娍
子
立
后
を
正
当
化
し
た
の
み
で
は
な

く
、
娍
子
腹
で
あ
る
敦
明
親
王
の
皇
嗣
と
し
て
の
正
当
性
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
済
時
へ
の
贈
太
政
大
臣
を
経
て
の
娍
子
立
后
は
、
敦
明
親
王
の

立
太
子
と
暗
に
連
結
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
追
贈
の
提
案
者

道
長
は
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
娍
子
立
后
の
み
な
ら
ず
、
敦
明
親

王
の
立
太
子
を
も
支
持
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
敦
明
親
王
の
東
宮

辞
退
記
事
に
お
け
る
、
娍
子
と
同
じ
く
敦
明
親
王
の
退
位
に
強
く
反
対
し

た
道
長
の
人
物
像
を
見
て
も
、
看
取
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』

に
お
け
る
道
長
は
、
娍
子
・
敦
明
親
王
の
対
立
側
に
い
る
人
物
で
は
な
く
、

「
世
の
固
め
、
一
切
衆
生
の
父
と
し
て
よ
ろ
づ
の
人
を
は
ぐ
く
み
、
正
法

を
も
て
国
を
治
め
」
る
朝
廷
の
後
見
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

う
い
う
位
置
付
け
が
あ
る
か
ら
、済
時
へ
の
贈
太
政
大
臣
を
提
案
し
た
り
、

敦
明
親
王
の
東
宮
辞
退
を
止
め
よ
う
と
し
た
り
す
る
道
長
の
言
行
は
、
実

相
と
は
ほ
ど
遠
い
け
れ
ど
も
、『
栄
花
物
語
』
の
歴
史
叙
述
の
中
で
は
、

合
理
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

＊
本
稿
は
、
神
戸
大
学
に
留
学
し
て
い
た
間
に
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
ご
指

導
を
賜
っ
た
先
生
と
ご
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
先
輩
方
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
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る
。
ま
た
、留
学
助
成
金
を
ご
援
助
く
だ
さ
っ
た
国
家
留
学
基
金
管
理
委
員
会（
中

国
）
と
阿
含
宗
（
日
本
）
に
深
く
感
謝
す
る
。

（
1
）『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
以
下
、
新
全
集
と

略
す
）に
よ
る
。
算
用
数
字
と
漢
数
字
は
、そ
れ
ぞ
れ
巻
数
と
頁
数
を
示
す
。

ま
た
、
引
用
文
の
括
弧
内
の
内
容
は
、
引
用
者
に
よ
る
説
明
で
あ
る
。
特

に
断
ら
な
い
場
合
、
以
下
同
。

（
2
）
巻
九
「
い
は
か
げ
」
に
「
内
（
三
条
天
皇
）
の
御
後
見
も
、
殿
（
道
長
）

仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
東
宮
（
敦
成
親
王
）
の
御
は
た
さ
ら
な
り
」（
①

四
七
九
）
と
あ
る
。

（
3
）
史
実
で
は
、
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
の
こ
と
で
あ
る
。

（
4
）『
御
堂
関
白
記
』
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
三
月
七
日
条
に
、
三
条
天
皇
の

仰
せ
を
承
っ
た
道
長
が
娍
子
立
后
を
認
め
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、『
栄
花

物
語
』
に
あ
る
「
大
殿
（
道
長
）
の
御
心
、
何
ご
と
も
あ
さ
ま
し
き
ま
で

人
の
心
の
中
を
く
ま
せ
た
ま
ふ
に
よ
り
、
内
裏
に
し
ば
し
ば
参
ら
せ
た
ま

ひ
て
、『
こ
こ
ら
の
宮
た
ち
の
お
は
し
ま
す
に
、
宣
耀
殿
（
娍
子
）
の
か
く

て
お
は
し
ま
す
、い
と
ふ
び
ん
な
る
こ
と
に
は
べ
り
。
早
う
こ
の
御
事
（
娍

子
立
后
）
を
こ
そ
せ
さ
せ
た
ま
は
め
』
と
奏
さ
せ
た
ま
へ
ば
」（
①
五
〇
七
）

の
よ
う
に
、
配
慮
の
行
き
届
い
た
道
長
が
三
条
天
皇
の
意
向
を
察
し
て
自

ら
娍
子
立
后
を
主
張
し
た
こ
と
は
他
史
料
か
ら
確
定
で
き
な
い
。ま
た
、『
小

右
記
』
同
四
月
二
十
七
日
、
即
ち
娍
子
立
后
当
日
条
に
よ
れ
ば
、
中
宮
妍

子
の
参
内
も
娍
子
立
后
の
日
に
行
わ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
公
卿
は
道
長
に
追

従
し
て
妍
子
の
ほ
う
に
供
奉
し
、
娍
子
立
后
の
儀
に
は
、
左
大
臣
道
長
を

含
め
て
右
大
臣
顕
光
・
内
大
臣
公
季
の
三
大
臣
が
不
参
で
（
顕
光
と
公
季

は
障
り
を
申
し
た
）、
大
納
言
実
資
を
は
じ
め
と
し
た
上
達
部
四
人
の
み
が

参
列
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
上
、
娍
子
立
后
の
宣
命
草
に
つ
い
て
、
実

資
は
道
長
か
ら
二
回
の
修
正
を
求
め
ら
れ
、「
し
り
へ
の
政
」
や
「
闈
中
の

政
」
に
関
す
る
記
述
が
削
除
変
更
さ
れ
た
。
立
后
宣
命
に
関
わ
る
道
長
の

干
渉
は
、
黒
板
伸
夫
氏
（『
藤
原
行
成
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

や
久
下
裕
利
氏
（「『
栄
花
物
語
』
の
記
憶
―
三
条
天
皇
の
時
代
を
中
心
と

し
て
―
」、
山
中
裕
・
久
下
裕
利
編
『
栄
花
物
語
の
新
研
究
―
歴
史
と
物
語

を
考
え
る
―
』
所
収
、
新
典
社
、
二
〇
一
七
年
）
の
指
摘
し
た
と
お
り
、

娍
子
の
後
宮
を
統
括
す
る
后
権
を
剥
奪
し
、
彼
女
を
名
ば
か
り
の
皇
后
に

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）
松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈
（
三
）』、
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
、
一

二
五
頁
。「（
実
は
右
大
臣
）」
と
い
う
括
弧
内
の
も
の
は
、
著
者
松
村
氏
に

よ
る
説
明
で
あ
る
。

（
6
）「『
補
任
』『
分
脈
』
に
よ
る
と
、
贈
右
大
臣
。」

（
7
）『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
済
時
以
前
、
右
大
臣
の
追
贈
を
受
け
た
者
に
、

大
伴
御
行
、
藤
原
百
川
、
文
室
大
市
、
石
上
宅
嗣
、
紀
船
守
、
菅
原
道
真

な
ど
が
お
り（
特
に
大
宝
元
年（
七
〇
一
）の
大
伴
御
行
の
右
大
臣
追
贈
は
、

『
公
卿
補
任
』大
宝
元
年
条
に「
追
贈
官
位
始
於
此
矣
」と
記
さ
れ
て
い
る
）、

ま
た
、左
大
臣
の
追
贈
を
受
け
た
者
も
藤
原
房
前
、藤
原
魚
名
、藤
原
種
継
、

藤
原
園
人
、
藤
原
長
良
、
菅
原
道
真
な
ど
数
人
い
た
こ
と
か
ら
、
贈
大
臣

＝
贈
太
政
大
臣
と
い
う
理
解
が
当
時
に
お
い
て
成
り
立
ち
難
く
、『
栄
花
物

語
』
作
者
は
贈
大
臣
が
即
ち
贈
太
政
大
臣
の
こ
と
で
あ
る
と
誤
解
す
る
可
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能
性
も
ほ
ぼ
無
い
。『
栄
花
物
語
』
に
見
ら
れ
る
済
時
の
贈
太
政
大
臣
の
記

述
は
作
者
に
よ
る
改
変
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

（
8
）
井
上
光
貞
ほ
か
校
注
『
律
令
』
新
装
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一

五
八
頁
。

（
9
）
前
注
（
8
）
井
上
光
貞
ほ
か
校
注
『
律
令
』、
五
一
三
頁
。

（
10
）
橋
本
義
彦
『
平
安
貴
族
』
所
収
「
太
政
大
臣
沿
革
考
」、
平
凡
社
、
一
九
八

六
年
。

（
11
）
前
注
（
10
）
橋
本
義
彦
「
太
政
大
臣
沿
革
考
」、
一
二
九
頁
。

（
12
）
武
田
祐
吉
・
佐
藤
謙
三
訳
『
訓
読
日
本
三
代
実
録
』
復
刻
版
、
臨
川
書
店
、

一
九
八
六
年
、
八
九
八
頁
。
漢
字
の
表
記
は
、
筆
者
に
よ
っ
て
適
宜
に
改

め
た
。

（
13
）
前
注
（
10
）
橋
本
義
彦
「
太
政
大
臣
沿
革
考
」、
一
三
〇
頁
。

（
14
）
太
政
大
臣
の
追
贈
に
関
す
る
先
行
研
究
に
、
北
村
有
貴
江
「
贈
官
と
し
て

の
太
政
大
臣
―
摂
関
制
成
立
の
前
史
と
し
て
―
」（
寧
楽
史
苑
、
四
五
号
、

二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
太
政
大
臣

の
性
格
を
、
追
贈
と
い
う
形
態
か
ら
検
討
し
、
太
政
大
臣
が
姻
戚
関
係
を

背
景
と
し
て
王
権
と
密
接
に
絡
み
合
っ
て
存
在
し
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の

で
あ
る
。本
稿
は
、考
察
の
範
囲
を
広
め
て
、は
じ
め
て
贈
太
政
大
臣
の
あ
っ

た
七
二
〇
年
か
ら
『
栄
花
物
語
』
所
収
最
終
の
一
〇
九
二
年
ま
で
の
事
例

を
検
討
の
対
象
に
入
れ
る
。

（
15
）
前
注
（
14
）
北
村
有
貴
江
「
贈
官
と
し
て
の
太
政
大
臣
―
摂
関
制
成
立
の

前
史
と
し
て
―
」、
一
四
頁
。

（
16
）
前
注
（
10
）
橋
本
義
彦
「
太
政
大
臣
沿
革
考
」、
一
三
四
頁
。

（
17
）
福
長
進
「『
栄
花
物
語
』
続
編
の
歴
史
叙
述
―
立
后
と
摂
関
継
承
問
題
を
め

ぐ
っ
て
―
」、
加
藤
静
子
・
福
長
進
編
『
日
本
文
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
６
号　

歴
史
物
語
の
表
現
世
界
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
八
年
六
月
）
所

収
。

（
18
）
兼
家
と
不
仲
で
あ
っ
た
兼
通
は
、関
白
と
な
っ
た
後
、兼
家
の
昇
進
を
止
め
、

従
兄
弟
の
頼
忠
（
実
頼
男
）
を
政
務
の
相
談
相
手
と
し
、
薨
去
前
に
、
更

に
兼
家
を
治
部
卿
に
降
格
さ
せ
、
頼
忠
を
後
任
の
関
白
と
し
た
。
そ
れ
に

よ
り
、
頼
忠
が
関
白
と
な
り
、
娘
遵
子
を
入
内
さ
せ
、
兼
通
女
中
宮
媓
子

の
薨
去
後
、
遵
子
が
関
白
の
娘
と
し
て
立
后
し
た
。

（
19
）
高
橋
麻
織
「『
栄
花
物
語
』
円
融
天
皇
に
よ
る
遵
子
立
后
―
摂
関
職
と
皇
統

の
問
題
か
ら
―
」、
物
語
研
究
、
一
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
。

（
20
）
池
田
尚
隆
「『
栄
花
』
と
『
源
氏
』
と
『
小
右
記
』
―
藤
原
娍
子
記
事
を
中

心
に
―
」、
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
第
一
分
冊
人
文
社
会
科
学
系
、

三
九
号
、
一
九
八
八
年
。

（
21
）
新
全
集
『
栄
花
物
語
』
の
頭
注
（
①
五
一
〇
）
を
参
照
。

（
22
）『
小
右
記
』
の
引
用
は
、
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。
現
代
語
訳
は
、
倉
本
一

宏
『
現
代
語
訳
小
右
記
７　

後
一
条
天
皇
即
位
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一

八
年
）
を
参
照
。

（
23
）『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
十
九
日
条
「
頭
中
将
（
資
平
）

来
云
、
春
宮
大
夫
事
具
以
奏
聞
、
早
旦
参
左
相
府
（
道
長
）、
申
案
内
、
命

云
、
傅
右
大
臣
（
顕
光
）、
大
夫
修
理
大
夫
（
通
任
）、
此
外
更
不
可
被
仰

他
人
、
太
無
便
事
也
者
」。
同
二
十
六
日
条
「
春
宮
大
夫
事
、
左
府
（
道
長
）

子
公
卿
雖
有
仰
事
、
父
相
府
（
道
長
）
一
切
不
承
、
右
衛
門
督
（
懐
平
）
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固
辞
申
云
、
以
修
理
大
夫
（
通
任
）
可
被
任
云
々
、
以
備
前
守
景
理
被
擬

亮
云
々
、
辞
申
無
極
云
々
、
其
詞
云
、
事
若
実
者
、
晦
跡
於
山
林
云
々
、

東
宮
（
敦
明
親
王
）
事
等
上
下
辞
遁
、
恠
也
」。

（
24
）『
小
右
記
』
長
和
五
年
正
月
二
十
五
日
・
二
十
七
日
条
に
、
右
大
臣
顕
光
は
、

三
条
帝
の
譲
位
に
備
え
る
固
関
の
儀
を
間
違
っ
た
作
法
で
行
っ
た
た
め
、

卿
相
た
ち
に
嘲
笑
さ
れ
、
道
長
に
「
至
愚
之
又
至
愚
」
と
罵
倒
さ
れ
た
と

あ
る
。『
左
経
記
』
同
二
十
五
日
条
に
も
、
顕
光
の
作
法
が
頗
る
例
に
違
反

す
る
と
あ
る
。
ま
た
、『
小
右
記
』
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
十
一
月
十
八

日
条
に
は
、
顕
光
は
五
位
に
な
っ
て
か
ら
大
臣
に
至
る
ま
で
万
人
に
嘲
笑

さ
れ
て
い
た
と
い
う
顕
光
に
対
す
る
酷
評
が
見
え
る
。

（
25
）
大
津
透
・
池
田
尚
隆
編
『
藤
原
道
長
事
典
―
御
堂
関
白
記
か
ら
み
る
貴
族

社
会
―
』、
思
文
閣
、
二
〇
一
七
年
、
一
四
八
頁
。

�

（
ほ
う　

し
ん
／
北
京
外
国
語
大
学
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
博
士
後
期
課
程
）



－　　－18

　

付
表　

贈
太
政
大
臣
の
事
例

被
追
贈
者

薨
去
年

追
贈
年

薨
去
時
の
官⇒

贈
官

追
贈
の
理
由

*

藤
原
鎌
足

六
六
九
、
天
智
朝

不
詳
、
淳
仁
朝
か
ら
清
和
朝
の
間
か

内
大
臣⇒

贈
太
政
大
臣

不
詳

藤
原
不
比
等

七
二
〇
、
元
正
朝

七
二
〇
、
元
正
朝

右
大
臣⇒

贈
太
政
大
臣

功
臣
、
ま
た
皇
家
の
外
戚

舎
人
親
王

七
三
五
、
聖
武
朝

七
三
五
、
聖
武
朝

知
太
政
官
事⇒

贈
太
政
大
臣

不
詳
。
聖
武
天
皇
を
補
佐
し
た
皇
室
の
長
老
で
あ
る
た
め
か

藤
原
武
智
麻
呂
七
三
七
、
聖
武
朝

七
六
〇
、
淳
仁
朝

左
大
臣⇒

贈
太
政
大
臣

太
師
藤
原
仲
麻
呂
の
請

藤
原
房
前

七
三
七
、
聖
武
朝

七
三
七
、
聖
武
朝

参
議⇒

贈
左
大
臣

不
詳
。
聖
武
天
皇
の
伯
父
で
は
あ
る
が

七
六
〇
、
淳
仁
朝

⇒

贈
太
政
大
臣

太
師
藤
原
仲
麻
呂
の
請

紀
諸
人

七
〇
九
か
ら
七
七
九
の
間

七
八
五
、
桓
武
朝

内
蔵
頭
？⇒

贈
太
政
大
臣

桓
武
天
皇
の
外
曾
祖
父

橘
奈
良
麻
呂

七
五
七
、
孝
謙
朝

年
不
詳
、
仁
明
朝

参
議⇒

贈
大
納
言

不
詳
。
仁
明
天
皇
の
外
曾
祖
父
で
あ
る
た
め
か

八
四
七
、
仁
明
朝

⇒

贈
太
政
大
臣

仁
明
天
皇
の
外
曾
祖
父

*

藤
原
真
楯

七
六
六
、
称
徳
朝

七
六
六
、
称
徳
朝

大
納
言⇒

贈
太
政
大
臣

不
詳

藤
原
永
手

七
七
一
、
光
仁
朝

七
七
一
、
光
仁
朝

左
大
臣⇒

贈
太
政
大
臣

功
臣

藤
原
良
継

七
七
七
、
光
仁
朝

八
〇
六
、
平
城
朝

内
大
臣⇒

贈
太
政
大
臣

平
城
天
皇
の
外
祖
父

藤
原
百
川

七
七
九
、
光
仁
朝

七
八
三
、
桓
武
朝

参
議⇒

贈
右
大
臣

不
詳
。
親
王
・
東
宮
時
代
の
桓
武
天
皇
を
補
佐
し
た
た
め
か

八
二
三
、
淳
和
朝

⇒

贈
太
政
大
臣

淳
和
天
皇
の
外
祖
父

藤
原
種
継

七
八
五
、
桓
武
朝

七
八
五
、
桓
武
朝

中
納
言⇒

贈
左
大
臣

暗
殺
さ
れ
、
桓
武
天
皇
悼
惜

八
〇
九
、
平
城
朝

⇒

贈
太
政
大
臣

不
詳
。
薬
子
が
平
城
天
皇
譲
位
直
前
に
亡
き
父
種
継
を
贈
太
政
大
臣
に
し
た
か

橘
清
友

七
八
九
、
桓
武
朝

八
三
九
、
仁
明
朝

内
舎
人⇒

贈
太
政
大
臣

仁
明
天
皇
の
外
祖
父

藤
原
冬
嗣

八
二
六
、
淳
和
朝

八
五
〇
、
文
徳
朝

左
大
臣⇒

贈
太
政
大
臣

文
徳
天
皇
の
外
祖
父

藤
原
長
良

八
五
六
、
文
徳
朝

八
七
七
、
陽
成
朝

権
中
納
言⇒

贈
左
大
臣

陽
成
天
皇
の
外
祖
父

八
七
九
、
陽
成
朝

⇒

贈
太
政
大
臣

陽
成
天
皇
の
外
祖
父

藤
原
総
継

八
一
一
か
ら
八
三
九
の
間

八
八
五
、
光
孝
朝

不
詳⇒

贈
太
政
大
臣

光
孝
天
皇
の
外
祖
父

仲
野
親
王

八
六
七
、
清
和
朝

八
八
七
、
宇
多
朝

大
宰
帥⇒

贈
太
政
大
臣

宇
多
天
皇
の
外
祖
父

藤
原
高
藤

九
〇
〇
、
醍
醐
朝

九
〇
〇
、
醍
醐
朝

内
大
臣⇒
贈
太
政
大
臣

不
詳
。
醍
醐
天
皇
の
外
祖
父
で
あ
る
た
め
か

菅
原
道
真

九
〇
三
、
醍
醐
朝

九
二
三
、
醍
醐
朝

大
宰
員
外
帥⇒
本
官
右
大
臣

道
真
の
祟
り

九
九
三
、
一
条
朝

⇒

贈
左
大
臣

託
宣

九
九
三
、
一
条
朝

⇒

贈
太
政
大
臣

託
宣

藤
原
時
平

九
〇
九
、
醍
醐
朝

九
〇
九
、
醍
醐
朝

左
大
臣⇒

贈
太
政
大
臣

不
詳
。
皇
家
の
外
戚
で
は
あ
る
が
（
東
宮
保
明
親
王
の
伯
父
）

藤
原
道
兼

九
九
五
、
一
条
朝

九
九
五
、
一
条
朝

関
白
右
大
臣⇒

贈
太
政
大
臣

不
詳
。
一
条
天
皇
の
伯
父
で
は
あ
る
が

藤
原
能
信

一
〇
六
五
、
後
冷
泉
朝

一
〇
七
三
、
白
河
朝

権
大
納
言⇒

贈
太
政
大
臣

白
河
天
皇
の
外
祖
父




